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北九州市産業用ロボット導入支援補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 国際的な競争が激化する中、市内企業の経営の安定化と競争力強化を図ることを目的と

して、北九州市内において自動制御によるマニピュレーション機能や移動機能を持ち、各種の

作業をプログラムにより実行できる機械（以下「産業用ロボット」という）を導入することで

生産性の向上を図る事業者に対し、産業用ロボットの導入に係る補助金（以下「補助金」とい

う）の交付を行う。その交付に関しては，北九州市補助金等交付規則（昭和４１年北九州市規

則第２７号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（補助金の交付対象者） 

第２条 この補助金の交付対象者は、北九州市内に事業所を有する者のうち、次の各号の全てに

該当するものとする。 

（１）中小企業基本法第２条の第１号から第４号に掲げる中小企業者であって、製造業に属する

事業を主たる事業として営むものであること。 

（２）専門家の指導を受けるなどし、生産性の向上に関する計画を作成しているものであること。 

（３）市税を滞納していないこと。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号

に規定する暴力団（以下この項において「暴力団」という。）又は同条第６号に規定する暴力

団員（以下この項において「暴力団員」という。）でないこと。 

（５）法人の場合にあっては、その役員のうちに暴力団員がいないこと。 

（６）暴力団員を自らの業務に従事させ、又は自らの業務の補助者として使用していないこと。 

（７）自らの事業活動について暴力団又は暴力団員により支配を受けているものと認められない

こと。 

（８）別に定める公募要領に従い、補助金の採択決定を受けていること。 

 

（補助金の対象事業） 

第３条 この補助金の交付対象となる事業は、北九州市内の事業所において、産業用ロボットを

導入又は更新することにより、生産性の向上を図る事業（以下「補助事業」という。）とする。 

 

（交付の対象，補助率等） 

第４条 市長は、補助事業を実施するために必要な経費のうち、直接人件費を除く当該補助金

の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）について予算の範囲内において補

助金を交付する。 

２ 補助対象経費の区分、内容、補助率及び補助額は別表のとおりとする。 

３ 補助事業の実施期間は、交付決定の日から当該交付決定の日の属する年度の市の指定す

る日までとする。 

 

 



 - 2 - 

（交付の申請） 

第５条 補助事業を行う者（以下「補助事業者」という。）は、補助金の交付を受けようとすると

きは、別記様式第１号による補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の補助金の交付申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び仕

入控除税額を減額して交付申請しなければならない。 

  ただし、申請時において当該消費税及び仕入控除税額が明らかでないものについては、この

限りではない。 

 

（交付の決定） 

第６条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があった場合には、当該申請書等の

審査及び必要に応じて行う現地調査等により交付決定を行い、補助金交付決定通知を送付する

ものとする。 

 

（状況報告） 

第７条 市長は、補助事業者に対し、申請書等の記載に係る事項その他必要と認める事項につい

て報告を求めることができる。 

 

（交付決定の取消し等） 

第８条 市長は、補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、第５条

の交付の決定の全部若しくは一部を取消し又は変更することができる。 

（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）補助金を他の用途に使用したとき。 

（３）補助事業者が、この要綱に基づく市長の処分若しくは指示に違反したとき。 

（４）前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反した

とき。 

 

（補助金の返還） 

第９条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消し

に係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものと

する。 
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（財産の管理等） 

第１０条 補助事業者は、補助対象経費（補助事業の一部を第三者に実施させた場合における対

応経費を含む。）により取得し，又は効用の増した財産（以下「取得財産等」という。）につい

ては、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目

的に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、取得財産等について、別記様式第２号による取得財産等管理台帳を備え管理

するとともに、規則第１５条に規定する報告書に別記様式第３号による取得財産等管理明細表

を添付しなければならない。 

 

（財産の処分の制限） 

第１１条 取得財産等のうち、規則第２２条第５号及び第６号に規定に基づき市長が定める処分

を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価５０万円以上の機械、器具、備品及び

その他の財産とする。 

２ 規則第２２条第１項ただし書きの規定に基づき市長が定める期間は、「減価償却資産の耐用年

数等に関する省令」（昭和４０年３月３１日付け大蔵省令第１５号）に定めるとおりとする。 

３ 補助事業者は、前項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しよう

とするときは、あらかじめ別記様式第４号による財産処分承認申請書を市長に提出し、その承

認を受けなければならない。 

 

（事業状況の報告） 

第１２条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する市の会計年度の終了後３年間、市長が

求めた場合は、市の毎会計年度の終了後３０日以内に過去１年間の事業状況について、市長に

報告しなければならない。 

 

（成果の発表） 

第１３条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に成果を発表させることができる。 

２ 補助事業者は、市長が補助事業の成果の普及を図るときは、これに協力しなければならない。 

 

（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他必要な事項は、産業経済

局長が別に定める。 

 

   附  則 

１ この要綱は、平成２５年５月１５日から施行する。 
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別表（第４条関係） 

 

補 助 対 象 

経 費 の 区 分 
内         容 

補
助
率 

補
助
額 

産業用ロボット 

導 入 経 費 

産業用ロボットの購入又は賃借（ただし、賃借の場合は、

補助金交付年度内に支出するものに限る。）、搬入、据付若

しくは調整等、産業用ロボットの導入に要する経費 

１
／
２
以
内 

一
件
あ
た
り
五
百
万
円
を 

上
限
と
す
る 

導 入 に 伴 う 

付 帯 経 費 

産業用ロボットの導入に伴い必要となった、構築物又は既

設の機械装置等の移設に要する経費、及び活用に必要な技

術指導の受入に要する経費 

そ の 他 経 費 ここに掲げるものの他、市長が特に必要と認める経費 

 

 


